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◦障害者手帳について◦ 　手帳には次の ３種類があります。
身体障害者手帳：身体に障がいがある方の手帳（ １～ 6級）
療育手帳：知的障がいがある方の手帳（Ａ １、Ａ ２、Ｂ １、Ｂ ２）
精神障害者保健福祉手帳：精神障がいの状態にある方の手帳（ １～ ３級）

◦障がい者が利用できる主な福祉制度◦
障がいの種類や手帳の等級によって利用できる制度は異なります。
※障害者総合支援法における難病などの方も一部制度の対象となる場合があります。

名　　称 制度の内容 照会先

生活に関する
こと

補装具費の支給 車椅子や補聴器など、身体の機能を補う用具など
の購入や修理、貸与費用を支給します。

福祉課
� ☎８５ー ７７９０

日常生活用具の給付 ストマ用装具や入浴補助用具など日常生活に必要
な用具を給付します。

重度心身障がい者住宅
設備改良費の助成

重度の障がい者の方のために、玄関、浴室、便所
などを改良するための費用を助成します。

手話通訳者などの派遣
聴覚・言語機能などの障がい者が、通院などで必
要とする場合に、手話通訳者や要約筆記者を派遣
します。（１５日前までに要申請）

点字表示をした封筒の
発送

希望者（視覚障がい者）に対して、町からの送付
物であることがわかるよう、封筒などに課名の点
字表示をしています。（要申込み）

自動車運転訓練・
免許取得費用・
自動車改造費の助成

身体に障がいのある方が、普通自動車運転免許を
取得する場合や、自動車を改造する場合の費用を
助成します。

医療に関する
こと

重度障がい者への医療
費の助成

身体障がい １・ ２ �級、知的障がいＡ １・Ａ ２ま
たは知能指数３５以下、身体障がい ３級かつ知能指
数５０以下、精神障がい １級（通院のみ）の方の医
療費を助成します。

福祉課
� ☎８５ー ７７９０

更生医療 身体に障がいのある１８歳以上の方が、特定の治療
に要する医療費を負担します。

精神通院医療 通院による精神医療を継続的に要する方の医療費
を負担します。

育成医療
１８歳未満の方が、障がいのある状態からの回復ま
たは軽減のための治療に要する医療費を負担しま
す。
※手帳の所持を要件としません。

◦緊急通報システム◦
　近隣に親族のいない6５歳以上のひと
り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯
などで、慢性疾患等により日常生活に
注意を要する方に対し、緊急時の不安
を解消し、日常生活の安全を確保する
ため、緊急通報システムを無料で貸し
出します。

◦敬老行事の開催◦
　敬老会の開催、敬老祝金の贈呈、長
寿夫妻への記念品贈呈などを行います。

◦在宅医療・介護相談窓口◦
　住み慣れた家庭や地域で、医療や介
護などのサービスを安心して受けるこ
とができるよう、福祉課・さくら館内
に、相談窓口を開設しています。
　保健師が相談に応じますので、相談
を希望する方は、福祉課に連絡してく
ださい。

◦成年後見制度利用の支援◦
　判断能力が不十分な身寄りのないひ
とり暮らしの認知症高齢者などに対し、
本人に代わり、契約や財産管理を行う
ことができる成年後見人などの申し立
て手続きを家庭裁判所に行います。

◦配食サービス◦
　虚弱などの理由により、調理するこ
とが困難な方に対し、弁当を届けます。
対　象　6５歳以上のひとり暮らしの高
齢者、高齢者のみの世帯で見守りが必
要な方など
利用料　 １食３３０円
利用回数　月・水・金曜日のうち週 ３
回まで

障がい者の方のための福祉 障害者手帳をお持ちの方、難病の方、発達など
が気になるお子さんのための制度を紹介します。

名　　称 制度の内容 照会先

年金や手当に
関すること

障害年金
２０歳になる前または年金加入期間中に病気やケガ
などによって障がいが残った場合に支給されま
す。（納付期間などの要件あり。詳細はお問合わ
せください。）

保険健康課
� ☎８５ー ９５6４

特別障害者手当 重度の障がいを有するため、常時特別の介護を要
する在宅の２０歳以上の方に支給されます。

福祉課
� ☎８５ー ７７９０

障害児福祉手当 重度の障がいを有するため、常時介護を要する在
宅の２０歳未満の児童に支給されます。

神奈川県
在宅重度障害者等手当

毎年 ８月 １日現在で、県内に 6か月以上継続して
居住している障がい者の方に支給されます。（一
定以上の等級の障害者手帳を複数お持ちの方か、
特別障害者手当や障害児福祉手当を支給されてい
る方が対象）

税金や交通等
に関すること

所得税・住民税 所得税や住民税の申告時に、障害者手帳の等級に
よって障害者控除が受けられます。

税務課
� ☎８５ー ７７５０
小田原税務署
� ☎０４6５ ー ３５ ー ４５１１

自動車税・
自動車取得税

障がい者本人または生計が一緒の方の自動車税、
自動車取得税が減免になります。減免の範囲は障
がいの種類・等級により異なります。

県税事務所
� ☎０４6５ ー ３２ ー ８０００

軽自動車税 障がい者本人または生計が一緒の方の軽自動車税
が減免になります。

税務課
� ☎８５ー ７７５０

高速道路通行料金の
割引

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けてい
る方が対象となります。

福祉課
� ☎８５ー ７７９０

各種交通機関の割引
鉄道、バス、タクシー、航空機などの運賃が障が
い者割引で利用できます。利用する交通機関に
よって対象範囲や割引率が異なります。

各交通機関

福祉タクシー利用券・
自動車燃料費助成券の
交付

次の対象の方に、通院や日常生活で利用するタク
シーの運賃または自動車燃料費を助成します。
（利用券・助成券の交付）
○�身体障がい １・ ２級（聴覚障がい、肢体不自由
上肢の障がいを除く）、知的障がいＡ １・Ａ ２
または知能指数３５以下、精神障がい １級の方

○�特定疾患医療受給者証、神奈川県特定医療費
（指定難病）医療受給者証または小児慢性特定
疾病医療受給者証の交付を受けている方

福祉課
� ☎８５ー ７７９０

ＮＨＫ受信料の減免
各種障害者手帳をお持ちの場合、ＮＨＫ受信料の
全額または半額免除を受けられる場合がありま
す。手帳の等級や世帯の課税状況により免除でき
る範囲が異なります。

上下水道料金の減免

県営水道および町営上下水道利用者で次のいずれ
かに該当する方は、料金の減免があります。
○�身体障がい １・ ２級、知的障がいＡ １・Ａ ２、
精神障がい １級の方がいる世帯

○�次の ２つ以上に該当する方がいる世帯（①身体
障がい ３級、②知的障がいＢ １・Ｂ ２、③精神
障がい ２級）

県営水道
（箱根水道センター)
� ☎８２ ー ４３０6
町営水道
（上下水道温泉課）
� ☎８５ー ９５6９


